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令和元年６月定例会 特別委員会の記録

交流人口拡大・過疎地域等振興対策特別委員会

委員会は、本定例会において付議事件「１ 交流人口拡大・過疎地域等振興対策について」及び「２ 上記１に関連

する事項」についての調査を終結し、次のとおり委員会報告書を取りまとめ、議長に報告した。

付 議 事 件

１ 交流人口拡大・過疎地域等振興対策について

２ 上記１に関連する事項

調査事項及び調査内容

１ 交流人口拡大・過疎地域等振興対策について

(1) 交流人口の拡大について

① 観光の振興

② 新しい人の流れやしごとづくり

(2) 過疎地域等の振興について

① 地域資源を活用した過疎地域等の活性化

委 員 長 名 高野光二

委員会開催日 令和元年７月２日（火）

所 属 委 員 [副委員長] 佐藤義憲 渡部優生

[理事] 阿部裕美子 今井久敏

[委員] 渡部信夫 星公正 山田平四郎

紺野長人 佐藤政隆 宗方保

佐藤憲保 瓜生信一郎

高野光二委員長

（ ７月 ２日（火））

委員会報告書（要約）

調査の経過

本委員会は、交流人口拡大・過疎地域等振興対策について調査するため、平成29年12月19日に設置され、県内外調査を

含め12回の委員会を開催した。

調査結果

１ 交流人口の拡大について

(1) 観光の振興

ア 台湾やベトナムなどの国内外からのチャーター便の積極的なＰＲを推進し、福島空港の利用促進につなげるべきで

ある。
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また、沖縄県との交流活動の活性化に向けた取り組みについては、昨年７月にうつくしま・ちゅらしま交流・福島

空港利用促進連絡会が設立されるなど、本格的な取り組みは始まったばかりであるが、交流に関する活動経費に対す

る補助の積極的な活用を促し交流団体の増加に取り組むとともに、福島、沖縄の個性豊かな自然など優れた資源を活

用した教育旅行の充実、拡大など、双方向でさらなる沖縄県との交流人口拡大を図るべきである。

イ 昨年度明治及び戊辰戦争150年を記念して県内各地で他自治体の戊辰ゆかりの地との交流事業が展開されたが、今

後も交流をより深めていくとともに、「サムライ」のテーマをさらに掘り下げながら情報を発信し、歴史に関心のあ

る者に対する県内誘客への呼び水とすべきである。

ウ 戦略的な観光による地域づくりの中核を担う法人組織であるＤＭＯとして、県内には現在国が推進している「日本

版ＤＭＯ」２団体のほか５つの登録候補団体があるが、県は主体となって県内のＤＭＯ等の連携強化及び情報の共有

を図りながら人材育成等の支援を行うべきである。

エ 尾瀬国立公園の福島県側からの入山者については東日本大震災以降減少傾向にあり、観光の振興という面から入山

者数の増加に向けた取り組みをすべきであるが、尾瀬においてはオーバーユースによる環境破壊の問題も過去にあっ

たことから、環境保護にも配慮した上で取り組むべきである。

オ 全国新酒鑑評会金賞受賞数７年連続日本一となった福島県産の日本酒については、県内のみならず首都圏を中心と

した県外、さらには海外への積極的な情報発信及びブランド化を推進し、イメージ及び商品価値を高めるとともに、

今後は、購入又は飲酒できる店舗情報等、実際の消費につながる情報の発信を充実させ、ふくしまの酒の消費拡大に

つなげ、「酒処ふくしま」の定着を図るべきである。

カ 県外の教育関係者を対象としたモニターツアーについては、参加団体数等の目標を設定し、実績と照合することで

次年度以降の取り組みにも生かすべきである。

なお、モニターツアー以外の数値化できる事業についても同様に取り組むべきである。

キ コンベンション誘致については、開催団体に対する補助制度の要件緩和を積極的に全国にＰＲするとともに、さら

なる支援の充実に取り組むべきである。

ク ＮＨＫにおいて2020年春から福島県ゆかりの古関裕而氏を題材にした朝の連続テレビ小説の放送が決定されたこと

から、県としてのＰＲに向けた準備に全庁を挙げて速やかに取り組み、オリンピックで来県した人々にＰＲするなど、

県内の市町村に効果が波及されるよう取り組むべきである。

(2) 新しい人の流れやしごとづくり

ア ふるさと福島就職情報センターの登録者数が年々増えてきていることを踏まえ、県内の高校生及び県内外の大学生

に対する就職情報の発信する事業については継続するとともに、県内企業へのインターンシップ参加者の増加につな

がる取り組みも継続すべきである。

また、県内企業へ就職した後も、職場での悩み相談を受けるなどのフォローアップをするなど、職場への定着を図

るべきである。

イ 卒業後の地元企業への就職または大学進学後の本県への還流を目的に、企業見学や社員による講話を通して県内企

業の魅力を知ってもらう取り組みは、高校生に福島県への誇りを持たせ、福島県に戻るという気持ちを高めることか

ら大変重要であり、継続して取り組むべきである。

ウ 企業誘致については、国内外の企業の動向や世界情勢を注視するとともに、県主催の企業誘致セミナー開催のほか、

他団体が主催するイベント等にも出展するなど積極的に取り組むべきである。 また、誘致活動に当たっては、本県

に関心を持ってもらうよう、県産品等のＰＲ等の取り組みもあわせて検討すべきである。

エ 国家プロジェクトである福島イノベーション・コースト構想の推進に向け、企業誘致セミナー等において、国・県

・市町村・事業者が連携してマッチングの機会を設け、全国各地の企業に呼びかける等、産業集積のより一層の推進
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を図るべきである。

オ 人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域づくりを実現するためには農業の振興が欠かせないことから、新規就農

者等に対する支援が必要である。

カ 熊本県では、県のマスコットキャラクターを活用した各種ＰＲ活動を展開しているが、本県においても、ゆかりの

ある著名な人物やキャラクターをコンテンツとして観光誘客に活用すべきである。

キ 2025年には６割以上の中小企業の経営者が70歳を超え、このうち後継者が決まっていない企業は約127万社あると

いう状況の中、本県においても、後継者不足や事業承継が大きな課題となっていることから、積極的な情報提供や事

業引継ぎ支援センターにおけるマッチング等、事業承継に向けた取り組みを推進するべきである。

２ 過疎地域等の振興について

(1) 地域資源を活用した過疎地域等の活性化

ア 現在、各地域において、若者による地域活性化に向けた新しい取り組みが行われており、成功例も少しずつ出てき

ているが、地域の若者の一つ一つの取り組みは極めて重要である。

県のサポート事業の中に、今年度より「地域活力創造・チャレンジ枠」が設けられ、営利目的の事業の立ち上げま

での支援が可能になったことから、県は当該制度等を積極的に活用するよう働きかけながら、若者の取り組みを支援

すべきである。

イ 県のサポート事業による里山の地域経済活性化に向けた取り組みについては、地元生産物のＰＲにとどまらず、地

域の産業や雇用の創出につながるよう、地元での原材料の生産や新たな産品の創出につなげるなど、多角的に関連づ

けながら取り組むべきである。

ウ 地域おこし協力隊に対する支援については、県外からの応募者や活動期間終了後の定住希望者が出て来ていること

から継続して取り組むとともに、今後は地域における起業や地元企業への就職に対する支援も強化すべきである。

エ 地域資源を活用した利雪・克雪に向けた取り組みについては、これまで台湾やタイ等普段雪に接することのない国

からの来訪や、貸し切りゲレンデとしてのスキー場の売り込み等を展開してきたが、これらの取り組みをこれからも

継続するとともに、今後はより雪に親しむ「親雪」に向けた取り組みを加え、より一層の充実を図るべきである。

オ 大学生等による地域づくり活動については、その取組内容等を広く周知するとともに、地域に根付いた継続的な活

動になるよう、事業目的や今後の事業展開を見据えて取り組むべきである。

カ 地域住民等と連携した新たな交通施策の実証試験に対する支援については、タクシー等ドア・ツー・ドアの交通手

段の運行対象地域が一市町村にとどまる現状を踏まえ、他の市町村と連携し、広域的な実施を検討すべきである。

キ 中山間地域におけるインターネットを活用した学力向上支援については、検定試験の合格率の向上や学習意欲の増

進といった成果が確認されていることから、対象となる地域を広げ、今後より一層の推進を図るべきである。

ク 県は再生可能エネルギーの普及拡大により、地域の産業及び雇用の創出などの地域経済の活性化につなげるべきで

あるが、避難指示が解除された区域を含む12市町村における太陽光発電の導入に当たっては、計画的な数値目標を設

定すべきである。

また、実際の導入に当たっては、設置等に関連して必要な許認可を行う行政機関との調整を行い、速やかに導入で

きるようにすべきである。

ケ 水素エネルギーの普及拡大については、地産地消、自家消費の観点から大きな期待が寄せられるが、国や民間企業

における先進的な取り組み等を絶えず注視しながら、水素ステーション導入の推進等、その普及拡大を図るべきであ

る。

コ 県土の約７割が森林である本県では、木材の伐採、運搬、加工及び燃料としての活用等、さまざまな過程において

雇用が期待されることから再生可能エネルギーとしてバイオマスエネルギーを推進すべきであり、導入に当たっては、
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民間団体や大学等と連携を図りながら県が主体となって取り組むべきである。

サ 全国的な人口減少という状況の中、各自治体ではそれぞれの地域の魅力や特徴を生かしたまちづくりが行われてい

るが、県としては、住民参加という視点をより一層意識しながら、農林水産、商工業、観光の３分野の振興を重点的

に支援し地域活性化を図るべきであり、また取り組みに当たっては、農業と観光等異なる分野との連携による地域づ

くりも検討すべきである。

シ 本県では2017年における転出超過数が 8,395人と全国１位となり、翌年その超過数は減少したものの、全国２位と

依然高い水準にあることから、人口減少対策について、転出者超過の原因及び背景を正確に把握、分析した上で、部

局を超えた柔軟な発想をもって取り組むべきである。

また、過疎地域等の振興対策は一時的なものではなく、雇用の場の創出等、今後も地域が持続可能となるような施

策を推進すべきである。

ス 移住・定住の促進や企業の誘致等、地域振興の施策については、受入自治体となる市町村は施策の充実を図り、県

はそれらの施策をフォローアップするなど、県と市町村がそれぞれの役割を明確にして取り組むべきである。

３ おわりに

本委員会に付託された事件「交流人口拡大・過疎対策等振興対策について」は、内容が広範かつ重要であるため、限ら

れた期間において結論を出すのはもとより困難であるが、本委員会の設置目的である、交流人口の拡大及び過疎地域等の

振興に向けた施策の強化を図るため、県内外調査を含む調査活動に積極的に取り組み、活発な調査を進めてきた。

長期にわたり人口の減少が続くと、地域経済の活力が低下するほか、地域社会におけるコミュニティ及び社会保障や行

政サービスなどの維持が困難となり、さらなる人口流出を引き起こす悪循環に陥るおそれがある。

地域の住民が安心かつ充実した生活を送ることができる社会の実現のためには、人口の定着を図るとともに、交流人口

の拡大により本県への新たな人の流れをつくり、地域に活気を取り戻す取り組みが必要である。

この報告をもって本委員会の調査は終了するが、交流人口拡大・過疎地域等振興対策は、長期かつ継続的に取り組むべ

き喫緊の課題であるとともに、自然増と社会増を踏まえた広範かつ多様な対応が求められることから、今後とも、県当局

においてはその重要性を踏まえ、この報告の具体化のために積極的に対応されるよう要請する。
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